
別紙２

自治体
【被災状況管理者】

災害想定訓練当日の流れ

厚生労働省
【災害情報管理者】

施設・事業所
【被災状況報告者】

システム上で被災状況を確認

被災状況未報告の施設・事業所に対し報告
するよう自治体を通じて指示（督促）
※児童、障害、生活保護はシステム上、介護は
メールで督促

被災状況をシステムに入力

被災状況をシステムに入力

・災害時情報共有システムに災害情報を入力
・各災害について、管内施設・事業所に対し被災状況報告

管内自治体、施設・事業所に被災状況
の報告を指示

※施設・事業所が入力できない場合、
代理入力

管内自治体、施設・事業所に被災状況
の報告を指示

※施設・事業所が入力できない場合、
代理入力

10:00

16:00

被災状況未報告の施設・事業所に対し報告
するよう自治体を通じて指示（督促）
※児童、障害、生活保護はシステム上、介護は
メールで督促 被災状況をシステムに入力

訓練終了訓練終了を管内自治体及び施設・事業所に周知訓練終了を自治体に周知

管内自治体、施設・事業所に被災状況
の報告を指示

※施設・事業所が入力できない場合、
代理入力

10:00

13:00ﾞ

１日目

２日目


